
78 国際漁業再編対策事業

＜対策のポイント＞
漁業に関する国際規制の強化に対応するため、閣議了解に基づく減船を実施した漁業者に対する救済費及び処理費交付金を交付します。

＜事業目標＞
国際漁業の計画的かつ円滑な再編整備の推進

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

１．減船漁業者救済対策事業
再編整備の実施計画に従って廃業した者に対し、救済費交付金を交付します。

２．不要漁船処理対策事業
再編整備の実施計画に従った廃業により不要となった漁船を処分した者に対し、

処理費交付金を交付します。

＜事業の流れ＞

令和７年度補正予算額 3,700百万円

１．減船漁業者救済対策事業
（救済費交付金の交付）

２．不要漁船処理対策事業
（処理費交付金の交付）
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スクラップ処分

処分

国際規制の強化により
操業の継続が不可能

国際規制に対応した
漁業体制を構築
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業

国際規制に対応した
漁業体制を構築

廃業届の提出
（他漁業を実施）

国際規制の強化により
操業の継続が不可能

国

定額

基金管理団体 漁業者等

定額、2/3、1/2

［お問い合わせ先］ 水産庁企画課 （03-6744-2341）
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